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各地方自治体は、都市計画道路について、現在の社会経済情勢から見て引き続き整備する意義があるか

どうかを検証し、見直すことが求められている。この動きに対し、本事例では、未整備都計道の有無によ

る影響・効果を評価をするのではなく、都市が目指すべき姿に対応した道路ネットワークの構築を進める

べきであると考え、都市計画道路の見直しのための計画枠組みを提案している。この枠組みでは、都市が

抱える課題を解決するためには、都市計画道路を見直すだけでは十分に対応しきれず、他分野の計画との

整合性が問題になることから、都市の目標から個別計画の必要性までを一貫した枠組みとしている。 

本稿では、既提案の計画枠組みに対応した都市計画道路の評価の考え方を整理し、さいたま市における

都市計画道路の見直しの事例を傍証しながら、評価枠組みについて論じるものである。 
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1. はじめに 

 

我が国の都市計画道路（幹線街路）は、総延長約66千

kmのうち約27千km(41%)が未整備路線である（平成22年

3月31日時点）1)。多くの路線は昭和30年頃に都市計画決

定されたものであり、40年を経過した現在においても未

整備のままとなっている。長期にわたり未整備となって

いる路線については、各地方自治体において、現在の社

会経済情勢から見て引き続き整備する意義があるかどう

かを検証すべく、都市計画道路の見直しが進められてい

る状況にある。 

こうした動きに対し、石神ら2)は全国的に進められて

いる都市計画道路の見直しが抱える問題を指摘し、単純

に個々の未整備都計道の有無による影響・効果を評価を

するのではなく、都市が目指すべき姿に対応した道路ネ

ットワークの構築を進めるべきとの考えのもと、都市計

画道路の見直しのための計画枠組みのあり方を提案して

いる。我が国の多くの都市では少子高齢化、地球環境問

題、エネルギー問題、都市経営コストの抑制などといっ

た共通する課題を抱えているが、これらの課題に対して

都市計画道路を見直すということだけでは十分には対応

しきれず、必ず、他分野の計画との整合性が問題になる。

そこで、都市の持続可能性といった上位の概念の下に目

標に据え、その目標に対応して都市の全体の構造を分野

横断的に示した都市形成のための戦略を位置づけ、その

都市形成戦略のもとに分野別の計画を策定するという計

画枠組みを提案した。 

この計画枠組みの重要なポイントは、都市の目標から

個別の都市計画道路の必要性までが一貫して説明力のあ

る形で提示されることにある。この枠組みが機能するた

めには、計画要素間の繋がりが明確な形で評価されなく

てはならない。つまり、提案している計画枠組みに対応

した都市計画道路の評価手法が不可欠である。 

そこで本稿では、既提案の計画枠組みに対応した都市

計画道路の評価の考え方を整理した上で、さいたま市に

おける都市計画道路の見直しの事例を傍証しながら、評

価枠組みについての整理を行う。 
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2. 持続可能な都市構築のための計画体系  

 

まず、石神ら2)が提案している持続可能な都市形成の

ための都市計画道路見直しの計画枠組み（図1）を概括

する。計画のフェーズを「都市全体の方向性」、「分野

別計画」、「個別路線計画」の3つに大別している。

「都市全体の方向性」には、都市として目指す姿を規定

した都市計画の目標、都市の姿かたちを既定する都市形

成戦略が対応する。この都市形成戦略のもとに個別分野

の計画が作成される。道路の計画については、道路ネッ

トワーク計画と、個々の路線の計画および事業の進捗を

管理するプログラムが該当する。このようにして、目標

から個別路線の計画までが一貫して繋がることを意識し

た整理となっている。以下では、都市形成戦略と道路網

計画を位置づけることの意味について詳述する。 

 

(1) 都市形成戦略による方向性の規定 

近年の都市計画では、持続可能な都市の構築といった

概念が、都市計画の上位の目標として認識されつつあり、

この上位の目標を目指して土地利用計画、交通計画、環

境計画、住宅計画などの個別分野の計画が策定されてき

ている。ここで注意すべきは、個別分野の計画毎の最適

解が、都市全体からみて必ずしも最適解とはならないと

いうことである。例えば、都市計画の目標に対応して都

市計画道路の見直しを実施し、最も目標達成に近づくと

考えられる道路計画ができたとしても、土地利用計画、

産業計画、環境計画等との関係で見た場合には最適解と

なるとは限らない。個別分野計画が全体の中で機能でき

るようにするために、個別分野別計画の相互関係を方向

付けた包括的方針となる都市形成戦略を目標と分野別計

画の間に位置づけた。都市形成戦略で示される都市の大

まかな方向性が、個別分野計画の制約条件となる。 

 

 

図1 持続可能な都市構築のための計画体系 

 

 (2) 都計道の下敷きとなる道路ネットワーク計画 

都市計画道路の計画根拠を常に最新の状態に保つため

には、計画論拠が定期的に更新される必要がある。これ

まで都市計画道路の計画が定期的に更新されてこなかっ

た理由の１つに、都市計画が施設の空間的位置まで定め

ることから、建築制限を通じて個人の権利に実質的影響

を及ぼしてしまうということがある。つまり、見直しと

いう行為自体が建築制限に直結してしまうことが、結果

的に定期更新を阻んでいるのではないかという問題認識

がある。このため、道路のネットワーク機能を規定した

下敷きのネットワーク計画を都市計画に位置づけ、個々

の都市計画道路と紐付けすることで、ネットワークとし

ての必要性が定期的に確認されるようになり、都市計画

道路の必要性が間接的に追認されるという仕組みである。

都市形成戦略との関係で言えば道路のネットワーク機能

さえ確認されれば良いわけであり、建築制限と関わりな

く都市計画道路の意義が確認しやすくなる。 

 

3. 計画体系に対応した評価の考え方  

 

(1) 評価の全体像 

個々の都市計画道路は道路ネットワーク計画に紐付け

られることになるため、道路ネットワーク計画の根拠が

定期的に確認されるようになれば、最新時点での個々の

都市計画道路の必要性が主張できるようになる。 

道路ネットワーク計画の作成にあたっては、大きく２

つの観点から道路のネットワーク機能が評価される必要

がある。１つめは、都市形成戦略との対応である。先に

述べたように、都市形成戦略は個別分野計画を包括した

統合的な方針を示すものであるため、当然、道路網計画

は都市形成戦略との照らし合わせにより評価される必要

がある。２つめは、都市計画の目標との対応である。そ

もそも道路は都市計画の１つの要素であり、上位の政策

目標の達成に向けて道路ネットワークは構築されるべき

ものである。それに都市形成戦略が必ずしも全ての目標

に対応した形で作成されているとは限らないことから、

都市形成戦略に対応できていれば都市計画の目標が達成

できるとは限らない。このように考えれば、道路ネット

ワーク計画は、都市形成戦略と都市計画の目標のそれぞ

れの視点から見て望ましくなるように計画されるべきで

ある。 

また重要なのは、都市形成戦略の根拠である。都市形

成戦略は、当然、都市計画の目標からみて最も望ましい

戦略でなければならず、それを示す根拠が必要である。

道路ネットワーク計画が、都市形成戦略に基づいて評価

されるのであるから、都市形成戦略自体が根拠をもった

計画としてつくられる必要がある。 

以降、都市形成戦略と道路ネットワーク計画のそれぞ
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れの計画の立案にあたっての評価分析の考え方について

述べる。 

 

(2) 都市形成戦略の評価の考え方 

分野横断の包括的な方針である都市形成戦略は、都市

計画の目標と照らして最も望ましいと考えられる戦略で

あるべきである。その戦略が最適であることを証明する

ことは困難であることから、想定されうる戦略を複数用

意し、これを都市計画の目標と対比させることを通じて、

比較優位な案を選択するという方法が効果的である。こ

こで都市計画の目標と対比させるというのは、都市計画

の目標にぶら下がる形で評価指標を設定し、その指標に

もとづく総合判断において、最も望ましい戦略を選択す

るということである。このため、都市計画の目標は、

後々、評価指標を設定することを見越して作成される必

要がある。 

このような都市全体の大まかな方向性を既定するため

の分析手法の１つにシナリオ・プランニング手法がある。

例えば、郊外で市街化が進む『都市の拡大』、郊外での

市街化を抑制し都心部への集積を進める『都市の集約』

といった姿を想定し、それぞれのシナリオにおける将来

の状況を想定することを通じてシナリオを定量的、定性

的に評価し、向かうべき方向性を定めるといった方法で

ある。また、シナリオプランニングによる評価について

は、土地利用と交通の関係から、持続可能性の構成要素

であるトリプルボトムラインに基づいて評価する馬場ら
3)の手法をはじめ、様々な方法が提案されている。評価

手法や評価指標は、その地域が保有するデータや地域特

性に応じて柔軟に選択されることが望ましい。いずれの

手法を用いるにせよ、都市形成戦略が個別分野計画の前

提となるため、その根拠が揺らがないようにすることが

重要である。 

 

 (3) 道路ネットワーク計画の評価の考え方 

 前述したように、道路ネットワーク計画は、都市形成

戦略と都市計画の目標のそれぞれから評価される必要が

ある。ここでは、それぞれの視点から評価する際の考え

方について述べる。  

a) 都市形成戦略からみた評価 

 都市形成戦略は、都市の姿かたちを既定するものであ

ることから、その都市のかたちの実現に寄与するかどう

かの観点から道路ネットワークを評価する必要がある。

例えば、渋滞緩和のために道路整備が有効であったとし

ても、道路を整備することで結果的に沿道開発が起きて

しまい、仮にそれが郊外部で起こったとすれば市街地の

拡大に繋がってしまう。渋滞緩和という目標は達成され

るかもしれないが、都市の拡大を是認することになり、

結果的に都市経営コストの増大につながってしまう。こ

れでは都市計画の目標が達成できた状態とは言い難い。

このことから、都市形成の戦略に照らし、市街化を抑え

るべき地域での道路整備を抑制したり、都心部の道路ネ

ットワークを強化するといった観点で道路ネットワーク

を評価する必要がある。都市形成戦略は、それを作成す

る過程において、都市計画の目標に貢献しうることが確

認済みであることを考えると、道路ネットワーク計画は、

都市形成戦略で示される都市の姿かたちとの対応で評価

されればよいと考えられる。 

b) 都市計画の目標からみた評価 

 道路ネットワーク計画は、都市のかたちの大枠を定め

た都市形成戦略に従う必要があるだけでなく、道路が整

備されることによる効果が、都市計画の目標の実現に寄

与するかどうかという視点からも評価される必要がある。

都市形成戦略はあくまで、複数の分野別計画を包括した

全体的な関係の中で、都市計画の目標の実現に寄与でき

るかどうかが検討されたものである。アクセシビリティ

やリダンダンシー等といった道路ネットワークが持つ多

様な機能についても、都市計画の目標の達成に資するか

どうかといった視点で評価される必要がある。 

 都市形成戦略からみた道路ネットワーク計画の評価に

ついては都市の姿かたちとの対応で評価すればよいと考

えられるが、都市計画の目標からみた評価に関しては、

目標の達成度を確認することになるため、目標に対応し

たアウトカム指標を設定し、評価されるべきである。 

 

4. さいたま市における事例 

 

(1) 概要 

さいたま市では、平成21年度から人口減少、高齢化社

会に対応し、持続可能なまちづくりを実現する効率的な

道路ネットワークを構築するため、都市計画道路の抜本

的な見直しが実施された。抜本的な見直しを行うにあた

り、都市計画全体として持続可能なまちづくりを目指す

ことを前提とし、将来の姿を明確にした。その上で、そ

れを達成するために、道路の計画と他分野の計画が相互

に調整を図りながら、全体として機能するように、新た

に計画を体系化することとされた。 

この計画体系は、２．で述べた考え方と整合しており、

加えて、「都市計画の目標」、「都市づくりの基本戦

略」、「道路網計画」を都市計画マスタープランに位置

づけることで、法的位置づけも担保できる仕組みとなっ

ている。以下、「都市づくりの基本戦略」と「道路網計

画」について、その評価、作成過程を述べる。 

 

(2) 都市構造の評価 

a) シナリオ設定 

現在の都市構造を踏まえ、「都市計画の目標」を実現 
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道路網計画 

プログラム 

都市計画道路の計画検討・整備 

他分野の計画 

都市計画の目標と都市づくりの基本戦略（将来都市構造のあり

方）を踏まえ、本市が目指す道路網を規定した計画です。 

優先度を見極め、未整備路線を時間管理することで計画や事業

の透明性・公平性を確保します。 

 都
市
全
体
と
し
て
の
骨
格
・
大
枠 

計
画
の
分
野
別
の
方
向
性 

都市づくりの基本戦略 

（将来都市構造のあり方） 

都市計画の目標を実現するための大枠の方法であり、総合的、

かつ、分野横断的な戦略を示したものです。 

都市計画の目標 

将来、本市が目指す都市の姿を分野別に明らかにしたものです。 

個
別
事
業
の
計
画 

 

市 

民 
さいたま市都市計画マスタープランに位置付ける部分 

 

図2 さいたま市における計画体系 

表1 シナリオの概要 

シナリオ 
都市構造の 

イメージ図 

都市構造Ａ 

(南北の鉄道を軸とした都市構造) 

・南北方向の駅周辺は密度の高い

市街地を形成。 

・東西方向の駅周辺では中程度の

密度の市街地を形成。 

・それ以外ではゆとりある市街地

を形成。 

 

都市構造Ｂ 

(平坦な密度分布の都市構造) 

・拠点に位置付けられている駅周

辺では、ある程度密度の高い市

街地を形成。 

・それ以外も均質に中程度の密度

の市街地を形成。 

 

都市構造Ｃ 

(郊外の開発を許容した都市構造) 

・現在よりもゆとりある市街地を

形成。 

・市街化調整区域は、田園と調和

した低密度な市街地を形成。 

 

 
 

するためには、既存の拠点のさらなる育成を図りながら、

密度のメリハリがきいた市街地を形成するとともに、そ

れらを支える交通ネットワークを構築すべきと考え、各

エリアの人口密度が異なる3つのシナリオが設定された。 

b) 評価指標の設定 

目指すべき都市の方向性を検討するために、「都市計

画の目標」に対応した評価指標が設定された。評価指標

は、定量的に評価される指標だけでなく、定性的に評価

される指標も合わせて設定されている。定量的な評価に

あたっては、東京都市圏PT調査の結果に基づく交通量

推計により算出されている。「都市計画の目標」と評価

指標の対応関係は、表2のとおりである。 

 

表2 目標と評価指標の対応関係 

都市計画の目標 評価指標

定量的な指標 定性的な指標

経
済

広域的な商業業務機
能の強化

●都心着トリップ数 －

産業力の強化 ●混雑度1.25以上の道路延長割合 －

交流を軸とした活
力・魅力の強化

●都心交流可能人口 ●市内での観光への影響

社
会

安全で安心できる生
活

●広域的な避難路の人口カバー率
(500m)

●三次医療施設15分カバー人口

●交通事故損失額

●治安への影響

多様性のある地域コ
ミュニティ

－
●地域の年齢階層構造への影響

●市街地の多様性への影響

誰もが都市機能を享
受できる環境の充実

●鉄道駅から1.5km圏域人口割合

●拠点アクセス圏域人口割合

●公共交通・徒歩・自転車の分担率

－

アメニティの向上と
歴史・文化の保全

●緑地の割合 ●オープンスペースへの影響

●地域の良好な景観の維持

●歴史・文化資産への影響

健全な財政の維持 － ●公共的なサービスへの影響

環
境

自然環境の保全・活
用

－
●主要な自然資源への影響

都市活動の低炭素化 ●自動車から排出されるCO2量 －

良好な生活環境の形
成

●自動車のNOx,SPM排出量 ●相隣環境の形成のしやすさ

●居住空間や敷地規模への影響  

 

c) 評価の実施 

3つの都市構造を相対的に比較し、全ての「都市計画

の目標」で、都市構造A（南北の鉄道を軸とした都市構

造）が優れている（図3）ことから、都市構造Aを目指

すべきとし、「都市づくりの基本戦略」が設定された。 

「都市づくりの基本戦略」は、拠点のあり方、骨格的

な土地利用のあり方、骨格的な交通体系のあり方および

将来都市構造図（図4）で構成され、骨格的な土地利用

のあり方では、市街地の拡散につながる新たな市街化区

域の拡大を原則抑制することが示されている。 

経済

環
境

社
会

都市構造Ａ

都市構造Ｂ

都市構造C

広域的な商業業務
産業力の強化

交流を軸とした

活力・魅力の強化

安全で安心できる

生活

多様性のある地域

コミュニティ

誰もが都市機能を

享受できる

環境の充実

アメニティの向上と

歴史・文化の保全
健全な財政の

維持

自然環境の

保全・活用

都市活動の

低炭素化

良好な生活

環境の形成

悪い

良い

良い 良い

良い

 

図3 3つの都市構造の比較結果 
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＜都市づくりの基本戦略＞（抜粋） 

（拠点のあり方） 

・都市の活力を牽引する広域的な拠点と市民の日常生活

を支える身近な拠点を形成 

（骨格的な土地利用のあり方） 

・地域に相応しいメリハリのある土地利用を図った市街

地の形成 

・市街地の拡散につながる新たな市街化区域の拡大を原

則抑制 

（骨格的な交通体系のあり方） 

・公共交通と自動車のバランスの取れた交通ネットワー

クの形成 

 

図4 将来都市構造図 

 

(3) 道路網の評価 

a) 評価の流れ 

道路網計画は、「都市計画の目標」と「都市づくりの

基本戦略」のそれぞれに対応する形で、｢都市構造から

みた評価の実施｣と｢道路の役割・機能からみた評価の実

施｣から総合的な評価が行われた。さらに、ネットワー

ク案を作成した上で、交通量配分によるチェックを行い、

最後に一括でネットワークパフォーマンスの評価が行わ

れた（図5）。 

検
討
方
針
と

前
提
条
件

検討方針と
前提条件の
検討

都市構造
からみた
評価の実施

道路の役割・
機能からみた
評価の実施

ネットワーク
ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ
の評価

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
素
案

道路網計画
づくりの指針

都市計画の
目標

都市づくりの
基本戦略

道
路
網
計
画
（案
）必要に応じて

見直し
上記を前提に検討

 

図５ 道路網の評価の流れ 

 

b) 都市構造からみた評価 

都市構造からみた評価のために、都市づくりの基本戦

略に対応した4つの指標が設定された。例えば、『市街

地の拡散につながる新たな市街化区域の拡大を原則抑

制』するという考え方に基づいて、｢評価A.適切な市街

地の誘導｣が設定されている。これにより、拡大を抑制 

    

（拠点のあり方）

・都市の活力を牽引する広域的な拠
点と市民の日常生活を 支える身近
な拠点を形成

・都心を核とした拠点間の相互補完
を前提に、地域特性を 活かしたま
ちづくり

（骨格的な交通体系のあり方）

・公共交通と自動車のバランスの取
れた交通ネットワークの形成

・交通結節拠点の機能の充実や異
なる交通機関の連携による移動性
の確保

・歩いて暮らせるまちづくりと短距離
での自動車利用の抑制

（骨格的な土地利用のあり方）

・地域に相応しいメリハリのある土地
利用を図った市街地の形成

・市街地の拡散につながる新たな市
街化区域の拡大を原則抑制

評価Ａ．適切な市街地の
誘導

評価Ｂ．都市の骨格に資する
ネットワーク形成

評価Ｃ．拠点の形成

評価Ｄ．面整備との整合性

都
市
づ
く
り
の
基
本
戦
略
（抜
粋
）

 

図6 都市づくりの基本戦略と評価指標の関係 

 

すべき市街化調整区域の道路は、原則廃止するといった

評価を行っている。これは、道路整備による効果の大小

だけで路線の必要性を評価する方法とは対照的である。 

 

c) 道路の役割・機能からみた評価 

防災ネットワーク、緊急輸送ネットワーク、自転車歩

行者ネットワークなど道路の役割・機能から求められる

ネットワークを「都市計画の目標」と照らし合わせて、

8つの評価指標から評価された。なお、防災については

地域防災計画など現状のネットワークが示されているが、

将来の防災ネットワークについて、拠点備蓄倉庫や災害

時物資集積場所を結ぶなど防災の観点から必要なネット

ワークが示されている。 

誰もが都市機能を享受できる環境の充実

安全で安心できる生活

交流を軸とした活力・魅力の強化

自然環境の保全・活用

多様性のある地域コミュニティ

アメニティの向上と歴史・文化の保全

都市活動の低炭素化

広域的な商業業務機能の強化

良好な生活環境の形成

産業力の強化

健全な財政の維持※

都
市
計
画
の
目
標

評価１：拠点間の連携強化

評価２：周辺市との交流拡大

評価３.交通流の円滑化

評価４.移動時の安全性
の向上

評価５.救急医療施設への
アクセス性

評価６.緊急輸送のための
ネットワーク形成

評価７.鉄道駅周辺の歩行者、
自転車の走行空間確保

社
会

環
境

経
済

評価８.バスの移動性の向上
※財政は、ネットワークの見直しをすることで対応。  

図7 都市計画の目標と評価指標の関係 

 

d) ネットワークパフォーマンスの評価 

b)、c)の結果をもとにネットワーク素案を作成し、交

通量推計が行われた。交通量推計のケース設定について

は、都市計画道路の整備量および将来の自動車交通量を

推計した上で設定された（表3）。 
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表3 ケース一覧表 

都市計画道路の整備量 自動車交通量

ケースA
道路整備計画に位置づけられた

路線のみ整備
将来人口をもとに推計

ケースB 未整備都計道を全線整備 同上

ケースC 見直しネットワーク素案 同上

ケースC+ 見直しネットワーク素案 ケースAから10%増加

ケースC- 見直しネットワーク素案 ケースAから10%減少
 

27.3 

32.9 
31.9 

30.7 

33.1 

20

25

30

35

40

ケースＡ ケースＢ ケースＣ ケースＣ＋ ケースＣ－

平
均
旅
行
速
度
（km

/h

）

約6km/h

上昇

整備せず フルネット 見直しネット

ﾌﾙﾈｯﾄから
約1km/h減

見直しﾈｯﾄから
±約1km/h

 

図8 ケース別の平均旅行速度 

 

将来の自動車交通量については、現状よりもさらに周

辺都市から集中することにより交通量が増加する場合や

交通手段の転換をねらいとしたソフト施策などが実施さ

れることにより、交通量が増加する場合の両方が設定さ

れた。なお、自動車交通量を-10%にすることは、現況

の自動車分担率を維持した場合とほぼ同等であるという

結果が得られた。 

結果として、ケースBとケースC
-の平均旅行速度は、

ほとんど変わらないことが確認された。これは、ケース

C
-の交通量、つまり交通施策の実施により、現況並みの

自動車分担率に抑制することにより、見直し道路ネット

ワークにおいても、未整備都市計画道路を全て整備した

サービス水準と同程度になると結論づけている。 

 

(4) 予定路線の抽出 

将来の不確実性を考慮する方法として、さいたま市の

独自の方式である予定路線が導入されている。 

予定路線とは、現状では都市計画決定はされていない

が、道路網計画において必要性が示された路線又は今後

の状況変化によっては必要性を主張し、将来的に都市計

画決定し、整備する可能性がある路線のことである。 

具体的には、2つの種類が存在する。1つめは、現在の

構想路線である。もう1つは、不確実性により前提条件

が変化した場合、整備の意義が生じる可能性のある路線

である。これまでは、不確実性により整備の意義が生じ

る可能性がある路線は、都市計画決定を課したままの方

がリスクが低いため、都市計画決定をかけ続けていた。

しかしながら、これでは、建築制限を課しつづけること

になり、周辺住民の負担が大きくなってしまう。 

そこで、不確実性を考慮した場合に、整備の意義が生

じる可能性がある路線であるかどうかということが検証

された。具体的には、高速道路の整備有無による国道17

号への影響を考慮し、並行する廃止候補路線が予定路線

に位置付けられた。 

交 通 量

: ～5,000

: 5,000 ～10,000

: 10,000 ～15,000

: 15,000 ～ [台]

（未整備－整備）

予定路線

 

図９ 高速埼玉中央道路（新都心以北）の有無による

交通量の変化 

 

5. おわりに 
 

本検討では、都市計画道路の見直しを事例に都市構造

と連動した評価の枠組みに基づき評価を実施する考え方

を整理した。また、予定路線という考え方を導入するこ

とで不確実性への対応案が示された。 

今後は、策定された道路網計画を実現するために、地

元との協議を詳細につめていくことが必要であり、着実

に必要なネットワークを形成するためには、新規道路整

備だけでなく、道路空間の再配分などの多様な手法を含

めて検討していくことが求められる。 
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